
№ 措置年月日 商号又は名称 所在地 月数 指名停止の理由

1 令和7年5月19日 株式会社　クリーンテック 和歌山県和歌山市三番丁５４番 令和7年5月19日 ～ 令和7年7月18日 2

和歌山県立医科大学付属病院の警備業務に従事する当
該事業者の従業員に対し、警備業法第２１条第２項の
規定による教育を怠ったことなどにより、和歌山県公
安委員会から１０日間の営業停止命令を受けた。（指
名停止要綱別表第１４号）
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